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規 則

�愛媛県規則第５２号
指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則を次のように定め

る。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則の一部を改正する規則

指定居宅サービス事業者、介護保険施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関する規則（平成１１年愛媛県規則第３１号）の一部を

次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

発 行 愛 媛 県
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改 正 後 改 正 前

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第１２４

号 ）、介護保険法施行規則（平成１１年

（趣旨）

第１条 この規則は、介護保険法（平成９年法律第１２３号。以下

「法」という。）、健康保険法等の一部を改正する法律（平成１８

年法律第８３号）附則第１３０条の２第１項の規定によりなおその効

力を有するものとされる同法第２６条の規定による改正前の法（以

下「旧法」という。）、介護保険法施行法（平成９年法律第１２４

号。以下「施行法」という。）、介護保険法施行規則（平成１１年

毎週（火・金）曜日発行 第４７２号 令和５年１２月２６日

令和５年１２月２６日火曜日 第４７２号
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厚生省令第３６号 ）及び同項の規定により

なおその効力を有するものとされる同省令

に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保険

施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項

を定めるものとする。

厚生省令第３６号。以下「省令」という。）及び同項の規定により

なおその効力を有するものとされる省令（以下「旧省令」とい

う。）に定めるもののほか、指定居宅サービス事業者、介護保険

施設及び指定介護予防サービス事業者の指定等に関し必要な事項

を定めるものとする。

（書類の様式）

第２条 次の表の左欄に掲げる書類の様式は、同表の右欄に掲げる

とおりとする。

項 左 欄 右 欄

１ 省 令 第１１４条 第１項、第１１５条 第１項、第

１１６条 第１項、第１１７条 第１項、第１１８条 第

１項、第１１９条第１項、第１２０条第１項、第

１２１条 第１項、第１２２条 第１項、第１２３条 第

１項、第１２４条第１項、第１２５条第１項、第

１３４条 第１項、第１３６条 第１項、第１３８条 第

１項、第１４０条の４第１項、第１４０条の５第

１項、第１４０条の６第１項、第１４０条の７第

１項、第１４０条の９第１項、第１４０条の１０第

１項、第１４０条の１１第１項、第１４０条の１２第

１項、第１４０条の１３第１項及び第１４０条の１４

第１項の申請書

指定居宅サー

ビ ス 事 業 者

（介護保険施

設・指定介護

予防サービス

事業者）指定

（許可）申請

書（様式第１

号）

２ 省 令 第１１４条 第２項、第１１５条 第３項、第

１１６条 第３項、第１１７条 第３項、第１１８条 第

３項、第１１９条第２項、第１２０条第３項、第

１２１条 第３項、第１２２条 第３項、第１２３条 第

３項、第１２４条第３項、第１２５条第３項、第

１３４条 第２項、第１３６条 第３項、第１３８条 第

３項、第１４０条の４第３項、第１４０条の５第

３項、第１４０条の６第３項、第１４０条の７第

３項、第１４０条の９第３項、第１４０条の１０第

３項、第１４０条の１１第３項、第１４０条の１２第

３項、第１４０条の１３第３項及び第１４０条の１４

第３項並びに旧省令第１３８条第２項の申請

書

指定居宅サー

ビ ス 事 業 者

（介護保険施

設・指定介護

予防サービス

事業者）指定

（許可）更新

申請書（様式

第２号）

３ 省令第１２６条の１３の申請書 指定特定施設

入居者生活介

護指定変更申

請書（様式第

３号）

４ 省令第１２９条、第１３０条、第１４０条の２０及び

第１４０条の２１並びに旧省令第１３０条及び第

１４０条の２１の申出書

指定居宅サー

ビ ス 事 業 者

（指定介護予

防サービス事

業者）の特例

による指定を

不要とする旨

の申出書（様

式第４号）

５ 省令第１３０条の５及び第１４０条の１７の６の申

出書

共生型居宅サ

ービス事業者

（共生型介護
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様式第１号から様式第１１号までを削る。

附 則

この規則は、令和６年１月１日から施行する。

予防サービス

事業者）の特

例による指定

を不要とする

旨 の 申 出 書

（様式第４号

の２）

６ 旧省令第１３９条の申請書 指定介護療養

型医療施設指

定変更申請書

（ 様 式 第 ５

号）

（手続の方法）

第３条 次の表の左欄に掲げる手続は、同表の右欄に掲げる書類を

提出することによって行うものとする。

項 左 欄 右 欄

１ 法第７５条第１項、第８９条、第９９条

第１項、第１１３条第１項及び第１１５

条の５第１項並びに旧法第１１１条

の規定による指定に係る事項等の

変更の届出

指定事項等変更届出書

（様式第６号）

２ 法 第７５条、第９９条、第１１３条 及 び

第１１５条の５の規定による事業の

廃止、休止又は再開の届出

廃止（休止・再開）届

出書（様式第７号）

３ 法第９１条の規定による法第４８条第

１項第１号の指定又は旧法第１１３

条の規定による旧法第４８条第１項

第３号の指定の辞退

指定辞退届出書（様式

第８号）

４ 法第９４条第２項及び第１０７条第２

項の変更許可の申請

開設許可事項変更許可

申請書（様式第９号）

５ 法第９５条及び第１０９条の承認の申

請

管理者承認申請書（様

式第１０号）

６ 法第９８条第１項第４号及び第１１２

条第１項第４号の許可の申請

広告事項許可申請書

（様式第１１号）

（市町村等への情報提供）

第２条 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１１において準用する場合を含

む。）、旧法第７２条第１項本文（旧法第１１５条の１１において準用

する場合を含む。）、介護保険法施行法第４条本文若しくは第５

条本文又は介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第

７７号）附則第１３条本文の規定による指定居宅サービス事業者又は

指定介護予防サービス事業者としての指定があったものとみなさ

れる者に関する情報について準用する。

第３条 省略

（市町村等への情報提供）

第４条 省略

２ 前項の規定は、法第７１条第１項本文若しくは第７２条第１項本文

（これらの規定を法第１１５条の１１において準用する場合を含

む。）、旧法第７２条第１項本文（旧法第１１５条の１１において準用

する場合を含む。）、施行法 第４条本文若しくは第５

条本文又は介護保険法等の一部を改正する法律（平成１７年法律第

７７号）附則第１３条本文の規定による指定居宅サービス事業者又は

指定介護予防サービス事業者としての指定があったものとみなさ

れる者に関する情報について準用する。

第５条 省略
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告 示

��������������
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�愛媛県告示第１３３１号
肥料の品質の確保等に関する法律（昭和２５年法律第１２７号）第１２

条第２項の規定により、次のとおり肥料登録の有効期間を更新した。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３３２号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まいわし太平洋系群に関する令和６管理年度（令和６年１月１日か

ら１２月３１日までの期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次

のように定めた。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�������
�愛媛県告示第１３３３号
漁業法（昭和２４年法律第２６７号）第１６条第１項の規定に基づき、

まあじに関する令和６管理年度（令和６年１月１日から１２月３１日ま

での期間をいう。）における知事管理漁獲可能量を次のように定め

た。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３４号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

�愛媛県告示第１３３５号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、東予地方局四国中央土木事務所において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

登録有
効期限

登録
番号

肥料の
種類

肥料の
名称

保証成
分量
（％）

その他
の規格

生産業者の氏
名又は名称及
び住所

令和９
年１月
９日

愛媛県
第１２９４
号

魚廃物
加工肥
料

魚廃物
加工肥
料２号

窒素全
量５．０
りん酸
全量
３．０

使用さ
れる原
料、含
有を許
される
有害成
分の最
大量及
びその
他の制
限事項
は、公
定規格
のとお
り

有限会社 上田
産業
愛媛県八幡浜市
八代６６４番地４

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まいわし漁業 現 行 水 準

知事管理区分 知事管理漁獲可能量

愛媛県まあじ漁業 現 行 水 準

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

四国中央市新宮町馬立６４番１地先から

同町馬立６４番１地先まで
旧 ６．０～１３．７ ０．１０２

四国中央市新宮町馬立６４番９から

同町馬立６４番９まで
２３．１～３０．３ ０．１０２

一 般 国 道 ３１９号

四国中央市新宮町馬立６４番１０から

同町馬立６４番１０まで
７．６～１４．２ ０．０２０

四国中央市新宮町馬立６４番１１から

同町馬立６４番１１まで
新 １２．３～１４．６ ０．０３１

四国中央市新宮町馬立６４番１２から

同町馬立６４番１２まで
８．８～８．８ ０．０１１

四国中央市新宮町馬立６４番１３から

同町馬立６４番１３まで
１６．９～１９．８ ０．０１３

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３１９号
四国中央市新宮町馬立６４番９から

同町馬立６４番９まで
令和５年１２月２６日
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�������
�愛媛県告示第１３３６号
土地改良法（昭和２４年法律第１９５号）第１８条第１７項の規定により、

道後平野土地改良区から次のとおり役員が退任した旨の届出があっ

た。

令和５年１２月２６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

退 任

�������
�愛媛県告示第１３３９号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第８条第１項の規定に基づく特定施設の構造

等の変更の許可の申請があった。

なお、法第８条第３項において準用する法第５条第３項に規定す

る書面は、愛媛県宇和島保健所及び愛南町役場において告示の日か

ら３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県宇和島保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

大成建設株式会社

東京都新宿区西新宿一丁目２５番１号

代表取締役社長 相川 善郎

２ 事業場の名称及び所在地

津島道路新内海トンネル工事

愛媛県南宇和郡愛南町柏地先

３ 特定施設の種類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第１８８号）別表第１第５５

号

４ 変更しようとする事項の内容

特定施設の使用の方法、汚水等の処理の方法、排出水の汚染状

態（排水系統別の汚染状態を含む）及び排出水の量（排水系統別

の量を含む）

�愛媛県告示第１３３７号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１２月２６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

�愛媛県告示第１３３８号
都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第３６条第１項に規定する開発行為に関する工事が次のとおり完了した。

令和５年１２月２６日

愛媛県中予地方局長 馬 越 祐 希

〃 〃
四国中央市新宮町馬立６４番１０から

同町馬立６４番１０まで
〃

〃 〃
四国中央市新宮町馬立６４番１１から

同町馬立６４番１１まで
〃

〃 〃
四国中央市新宮町馬立６４番１２から

同町馬立６４番１２まで
〃

〃 〃
四国中央市新宮町馬立６４番１３から

同町馬立６４番１３まで
〃

役員の種類 氏 名 住 所

理 事 岡 本 靖 伊予郡松前町大字北川原７２８番地３

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２８号

令和５年１２月１９日
伊予市尾崎字手路６２１番７

松山市枝松６丁目４番１５号
ＫマンションＮｏ３ １０３号
島 原 廉
島 原 梨 恵

検 査 済 証 の 番 号
及 び 交 付 年 月 日

工 事 を 完 了 し た 開 発 区 域 又 は
工 区 に 含 ま れ る 地 域 の 名 称

開 発 許 可 を 受 け た
者 の 住 所 及 び 氏 名

５中局建（開）第２９号

令和５年１２月１９日
東温市田窪字水木１８００番２、１８１１番

松山市市坪南２丁目１６番３０－２号
プロヌーブ市坪１０１号
植 村 武 大
植 村 有 紀
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５ 特定施設に関する事項

設備１

６ 汚水等の処理施設に関する事項

設備２

７ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大

の値並びに汚水等の１日当たりの量

�１排水口

�愛媛県告示第１３４０号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第１項の規定に基づき、道路の区域を次のように変更する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 区 間 旧・新
別

敷 地 の
幅 員

メートル

延 長

キロメートル

備 考

一 般 国 道 ３８１号

北宇和郡松野町大字蕨生１２３６番１２から

同大字１２３８番地先まで
旧 ５．４～２０．０ ０．２４０

北宇和郡松野町大字蕨生１２３４番から

同大字１２３８番まで
新 １８．５～５３．９ ０．２４０

〃 〃

北宇和郡松野町大字蕨生１３６２番２ 旧 ８．８～１３．４ ０．１５２

北宇和郡松野町大字蕨生１３６３番 新 ２０．９～３０．７ ０．１５２

汚水等の汚

染状態の値

項 目 変 更 前 変 更 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ５

最大 １０

通常 ５

最大 １０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２５

最大 ５０

通常 ２５

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ３

通常 ２

最大 ３

燐 含 有 量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．５

最大 １

通常 ０．５

最大 １

砒素及びそ
の 化 合 物
（単位
１リットル
につきミリ
グラム）

－
通常 ０．０１３

最大 ０．０３

ふつ素及び
その化合物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

－
通常 ０．０８

最大 ０．２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８３．６

最大 ９５８．８

通常 ２，３１３

最大 ３，８４０

備考 この他に、雨水専用排水口が２箇所ある。

変 更 前 変 更 後

処 理 施 設 の 型 式
濁水処理設備
株式会社東洋製作所
製
ＴＪＨ－７０

濁水処理設備
株式会社東洋製作所
製
ＴＪＨ－７０（既設）
株式会社楢崎製作所
製
ＨＦＳ－１００（増設）

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦２．３メートル
横５．４メートル
高さ４．９メートル

（既設）
縦２．３メートル
横５．４メートル
高さ４．９メートル
（増設）
縦２．２メートル
横１０．０メートル
高さ２．３メートル

処 理 施 設 の 能 力 １時間当たり６０立方
メートル処理

１時間当たり１６０立
方メートル処理

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態の

値

項 目 処理前 処理後 処理前 処理後

砒素及びそ
の 化 合 物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

－ －
通常
０．０１３
最大
０．０３

通常
０．０１３
最大
０．０３

ふつ素及び
その化合物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

－ －
通常
０．０８
最大
０．２

通常
０．０８
最大
０．２

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常
４８３．６
最大
９５８．８

通常
４８３．６
最大
９５８．８

通常
２，３１３
最大
３，８４０

通常
２，３１３
最大
３，８４０

変 更 前 変 更 後

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

砒素及びそ
の 化 合 物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

－
通常 ０．０１３

最大 ０．０３

ふつ素及び
その化合物
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

－
通常 ０．０８

最大 ０．２
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�愛媛県告示第１３４２号
次のように瀬戸内海環境保全特別措置法（昭和４８年法律第１１０号。

以下「法」という。）第５条第１項の規定に基づく特定施設の設置

の許可の申請があった。

なお、法第５条第３項に規定する書面は、愛媛県八幡浜保健所及

び大洲市役所において告示の日から３週間公衆の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県八幡浜保健所長 竹 内 豊

１ 申請者の名称、住所及びその代表者の氏名

株式会社サンフーズ

大洲市菅田町菅田甲２５２２

代表取締役 堀田 修治

２ 事業場の名称及び所在地

株式会社サンフーズ冨士工場

大洲市冨士２５７番外２１筆

３ 特定施設に関する事項

� ①－１、①－２（同型２基）

� ①－３～①－６（同型４基）

�愛媛県告示第１３４１号
道路法（昭和２７年法律第１８０号）第１８条第２項の規定に基づき、道路の供用を次のように開始する。

その関係図面は、南予地方局建設部において告示の日から２週間一般の縦覧に供する。

令和５年１２月２６日

愛媛県知事 中 村 時 広

道路の種類 路 線 名 供 用 開 始 の 区 間 供用開始の日

一 般 国 道 ３８１号 北宇和郡松野町大字蕨生１２３４番 令和５年１２月２６日

〃 〃
北宇和郡松野町大字蕨生１３６３番から

同大字１３６４番１まで
〃

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １，３００�調理／バッチ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 仕込み、加熱時間１２０分、洗浄３０分サイ
クル

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５：００～２５：００（洗浄メンテ含む）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

る汚水等の

汚染状態の

値

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９９０

最大 １，０４０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６５

最大 ４９０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７５

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２４

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２５．０

最大 ２５．０
特 定 施 設 の 種 類

水質汚濁防止法施行令（昭和４６年政令第
１８８号。以下「政令」という。）別表第
１ 第２号 畜産食料品製造業の用に供
する施設ハ 湯煮施設第４号 野菜又は
果実を原料とする保存食料品製造業の用
に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 ７００�調理／バッチ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 仕込み、加熱時間１２０分、洗浄３０分サイ
クル

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５：００～２５：００（洗浄メンテ含む）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６
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� ②

� ③－１～③－４（同型４基）

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９９０

最大 １，０４０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６５

最大 ４９０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７５

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２４

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ５０．０

最大 ５０．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第４号 野菜又は果実を
原料とする保存食料品製造業の用に供す
る施設イ 原料処理施設

特 定 施 設 の 能 力 ５，０００�／日

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 ３時間カット、３０分洗浄

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８３０

最大 ８６０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３００

最大 ３２０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １８０

最大 ２００

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ４

最大 ５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２

最大 ２

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３

最大 ５

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １２．０

最大 １２．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 ２００�／バッチ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 ３０分／バッチ×１２回

特定施設の１日当たりの使用
時間 １２時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８８０

最大 ９２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３８０

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０

最大 ６２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １５

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０５

最大 １１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ４８．０

最大 ４８．０



愛 媛 県 報令和５年１２月２６日 第４７２号

１３４６

� ④－１、④－２（同型２基）

� ⑤

� ⑥－１

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 １８０�／バッチ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 １時間運転／３０分停止

特定施設の１日当たりの使用
時間 １６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８８０

最大 ９２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３８０

最大 ４００

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４０

最大 ２５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６０

最大 ６２

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １３

最大 １５

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １０５

最大 １１０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２６．０

最大 ２６．０

特定施設の１日当たりの使用
時間 ５：００～２５：００（洗浄メンテ含む）

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９９０

最大 １，０４０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ４６５

最大 ４９０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３００

最大 ３２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ７５

最大 ８０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １９

最大 ２０

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １４．０

最大 １４．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 ４００�調理／バッチ

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 仕込み、加熱時間１２０分、洗浄３０分サイ
クル

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 ４，０００袋／バッチ 殺菌

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 １時間運転／２０分停止

特定施設の１日当たりの使用
時間 １６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．７

最大 ０．９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．５

最大 ０．６



愛 媛 県 報令和５年１２月２６日 第４７２号

１３４７

� ⑥－２、⑥－３（同型２基）

４ 汚水等の処理施設に関する事項

� �１ 産業排水処理槽

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 １．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０５

最大 ０．０７

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ８４．０

最大 ８４．０

特 定 施 設 の 種 類
政令別表第１ 第２号 畜産食料品製造
業の用に供する施設ハ 湯煮施設第４号
野菜又は果実を原料とする保存食料品

製造業の用に供する施設ニ 湯煮施設

特 定 施 設 の 能 力 ４，０００袋／バッチ 殺菌

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和７年２月２８日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

特定施設の使用時間間隔 １時間運転／２０分停止

特定施設の１日当たりの使用
時間 １６時間

特定施設の使用の季節的変動
の概要 無 し

特定施設か

ら排出され

る汚水等の

汚染状態の

値

水素イオン

濃度（水素

指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．７

最大 ０．９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ０．５

最大 ０．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 １．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ０．０５

最大 ０．０７

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １６６．０

最大 １６６．０

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和６年１０月末日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

処 理 施 設 の 種 類 産業排水処理装置

処 理 施 設 の 型 式 －

処 理 施 設 の 構 造 ＲＣ造

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦１１，３５０ミリメートル
横２１，２００ミリメートル
高さ６，０００ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 ２００．０�／日

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 油分離＋硝化液循環膜分離活性汚泥方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態

の値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ８３０

最大 ８７０

通常 １８

最大 ２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ３７０

最大 ３９０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４５

最大 ２６０

通常 ４０

最大 ５０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ５７

最大 ６０

通常 ９

最大 １０

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １４

最大 １５

通常 １．２

最大 １．５

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９５

最大 １００

通常 ２７

最大 ３０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２００．０

最大 ２００．０

通常 ２００．０

最大 ２００．０
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教育委員会規則

� �２ 合併処理浄化槽

５ 事業場から排出される汚水等の汚染状態の通常の値及び最大の

値並びに汚水等の１日当たりの量

�愛媛県教育委員会規則第９号
愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則の一部を改正する規則

愛媛県奨学資金貸与条例施行規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第１０号）の一部を次のように改正する。

第１号様式を次のように改める。

工 事 の 着 手 予 定 年 月 日 許可後直ちに

工 事 の 完 成 予 定 年 月 日 令和６年１０月末日

使 用 開 始 の 予 定 年 月 日 令和７年３月１日

処 理 施 設 の 種 類 合併処理槽

処 理 施 設 の 型 式 ＤＣＷ－ ６０Ａ型

処 理 施 設 の 構 造 ＦＲＰ製

処 理 施 設 の 主 要 寸 法
縦３，３００ミリメートル
横６，４４０ミリメートル
高さ３，８４０ミリメートル

処 理 施 設 の 能 力 １０．８�／日

汚 水 等 の 処 理 の 方 式 固液分離型流量調整付担体流動生物ろ過
循環方式

処理施設の使用時間間隔 連 続

処理施設の１日当たりの使用
時間 ２４時間

処理施設の使用の季節的変動
の概要 な し

処理施設に

よる処理前

及び処理後

の汚水等の

汚染状態

の値

項 目 処 理 前 処 理 後

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １６０

最大 ２００

通常 １８

最大 ２０

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 １１０

最大 １４０

通常 ２０

最大 ３０

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １２０

最大 １５０

通常 １６

最大 ２０

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３０

最大 ４０

通常 ２０

最大 ３０

汚水等の汚

染状態の値

項 目 �２排水口 �６排水口

水素イオン
濃度（水素
指数）

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

通常 ５．８～８．６

最大 ５．８～８．６

生物化学的
酸素要求量
（単位１リ
ットルにつ
きミリグラ
ム）

通常 １８

最大 ２０

通常 ０．７

最大 ０．９

化学的酸素
要求量（単
位 １リッ
トルにつき
ミリグラム）

通常 ２０

最大 ３０

通常 ０．５

最大 ０．６

浮遊物質量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ３９

最大 ４８

通常 １未満

最大 １未満

窒素含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ９．６

最大 １１

通常 １．３

最大 １．５

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 １．３

最大 １．６

通常 ０．０５

最大 ０．０７

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２６

最大 ２９

通常 １未満

最大 １未満

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 ２１０．８

最大 ２１０．８

通常 ２５０

最大 ２５０

備考 �１、�３～�５、�７は雨水専用排水口である。
�６排水口は滅菌装置冷却水（井水処理水）の排水口である。

りん含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ６

最大 ８

通常 ２．７

最大 ３

ノルマルヘ
キサン抽出
物質含有量
（単位 １
リットルに
つきミリグ
ラム）

通常 ２４

最大 ３０

通常 １６

最大 ２０

汚水等の１日当たりの量

（単位 立方メートル）

通常 １０．８

最大 １０．８

通常 １０．８

最大 １０．８
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第１号様式（第４条関係） 愛媛県奨学生願書

（表）
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附 則

１ この規則は、令和６年４月１日から施行する。

２ 改正後の愛媛県奨学資金貸与条例施行規則第１号様式の規定は、この規則の施行の日以後に提出される書類について適用し、同日前に

提出された書類については、なお従前の例による。

�愛媛県教育委員会規則第１０号
愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２６日

愛媛県教育委員会

教育長 田 所 竜 二

愛媛県教育職員の免許に関する規則の一部を改正する規則

愛媛県教育職員の免許に関する規則（昭和３７年愛媛県教育委員会規則第４号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

改 正 後 改 正 前

別表第６（第５条関係）

省略

２ 中学校教諭普通免許状

別表第６（第５条関係）

省略

２ 中学校教諭普通免許状

省略 省略

備考 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、法施行規

則第１８条の２の表備考第３号に定めるところによる。ただ

し、この表の適用において同科目の単位数が２と定められる

場合であつて、社会の教科について免許状の授与を受けよう

とするとき（地理歴史の教科についての高等学校教諭の普通

免許状を有しているときに限る。）は「法律学、政治学」、

「社会学、経済学」及び「哲学、倫理学、宗教学」のうち２

以上の科目についてそれぞれ１単位以上を

修得するものとする。

省略

別表第９（第５条関係）

備考 大学が独自に設定する科目の単位の修得方法は、法施行規

則第１８条の２の表備考第３号に定めるところによる。ただ

し、この表の適用において同科目の単位数が２と定められる

場合であつて、社会の教科について免許状の授与を受けよう

とするとき（地理歴史の教科についての高等学校教諭の普通

免許状を有しているときに限る。）は「法律学、政治学」、

「社会学、経済学」及び「哲学、倫理学、宗教学」のうち２

以上の科目についてそれぞれ１単位以上を、理科の教科につ

いて免許状の授与を受けようとするときは物理学実験（コン

ピュータ活用を含む。）、化学実験（コンピュータ活用を含

む。）、生物学実験（コンピュータ活用を含む。）及び地学

実験（コンピュータ活用を含む。）のうち２以上の科目につ

いてそれぞれ１単位以上を、技術の教科について免許状の授

与を受けようとするときは木材加工（製図及び実習を含

む。）、金属加工（製図及び実習を含む。）及び栽培（実習

を含む。）のうち２以上の科目についてそれぞれ１単位以上

を修得するものとする。

省略

別表第９（第５条関係）

受けようと

する免許状

の種類

免許教科 単位数

最低修

得科目

数

受けようと

する免許状

の種類

免許教科 単位数

最低修

得科目

数

中学校教諭

１種免許状

国語、技術、職業、

職業実習又は英語

省略 中学校教諭

１種免許状

国語 、職業、

職業実習又は英語

省略

社会、数学、理科、

音楽、美術、保健体

育又は家庭

省略 社会、数学 、

音楽、美術、保健体

育又は家庭

省略

理科 １０ ４

８又は９ ３

５以上７以下 ２

３又は４ １

省略 省略
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公安委員会規則

附 則

この規則は、令和６年４月１日から施行する。

�愛媛県公安委員会規則第１３号
愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則を次のように定める。

令和５年１２月２６日

愛媛県公安委員会委員長 五 葉 明 徳

愛媛県道路交通規則の一部を改正する規則

愛媛県道路交通規則（昭和４７年愛媛県公安委員会規則第２号）の一部を次のように改正する。

次の表の改正前の欄に掲げる規定を同表の改正後の欄に掲げる規定に下線で示すように改正する。

技術 １０ ３

７以上９以下 ２

３以上６以下 １

中学校教諭

２種免許状

国語、技術、職業、

職業実習又は英語

省略 中学校教諭

２種免許状

国語 、職業、

職業実習又は英語

省略

社会、数学、理科、

音楽、美術、保健体

育又は家庭

省略 社会、数学 、

音楽、美術、保健体

育又は家庭

省略

理科 １０ ８

９ ７

８ ６

７ ５

５又は６ ４

４ ３

３ ２

省略 省略

技術 １０ ６

９ ５

７又は８ ４

５又は６ ３

４ ２

３ １

高等学校教

諭１種免許

状

省略 高等学校教

諭１種免許

状

省略

数学、理科、音楽、

保健体育、家庭、家

庭実習、情報又は情

報実習

省略 数学、理科、音楽又

は保健体育

省略

家庭、家庭実習、情

報又は情報実習

１７以上１９以下 ５

１４以上１６以下 ４

１０以上１３以下 ３

７以上９以下 ２

３以上６以下 １

省略 省略

備考１・２ 省略 備考１・２ 省略
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公営企業公告

�公 告

次のとおり一般競争入札に付する。

令和５年１２月２６日

愛媛県立中央病院長

中 西 徳 彦

１ 入札に付する事項

� 件名

感染性廃棄物処理業務委託（処分）

� 委託業務名及び予定数量

感染性廃棄物処理業務委託（処分）：約４，８００，０００リットル

� 委託業務の内容等

入札説明書及び仕様書等による。

� 委託期間

令和６年４月１日から令和７年３月３１日まで

� 委託業務の履行場所

松山市及び近隣市町にある処理施設に限る。

� 入札方法

入札金額は、１リットル当たりの単価を記載すること。

また、落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当

該金額の１０パ－セントに相当する額を加算した金額をもって落

札価格とするので、入札者は、消費税及び地方消費税に係る課

税事業者であるか免税事業者であるかを問わず、見積もった契

約金額の１１０分の１００に相当する金額を入札書に記載すること。

２ 入札に参加する者に必要な資格

知事の審査を受け、令和５年度から令和７年度までの製造の請

負等に係る一般競争入札に参加する資格を有すると認められた業

者で、次の事項に該当するもの

� 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規

定に該当しない者であること。

� 委託業務と同程度の業務の実績を有し、委託業務について、

適切かつ迅速に履行し得る体制が整備されていることを証明し

た者であること。

附 則

この規則は、令和６年１月１日から施行する。

改 正 後 改 正 前

（軽車両の乗車又は積載の制限）

第１０条 法第５７条第２項の規定により、軽車両の運転者は、次の各

号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方

法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転して

はならない。

� 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 二輪又は三輪の自転車には、運転者以外の者を乗車させな

いこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

�～� 省略

イ 二輪又は三輪の自転車以外の軽車両には、その乗車装置に

応じた人員をこえる人員を乗車させないこと。

�～� 省略

（運転経歴証明書の交付申請）

第２４条の６ 法第１０４条の４第５項の規定による運転経歴証明書の

交付の申請は、運転経歴証明書交付（再交付）申請・記載事項変

更届出書（別記様式第２２号の４）及び申請用写真１枚（愛媛県運

転免許センターにおいて申請する場合を除く。）を公安委員会に

提出して行うものとする。

２ 省略

別記様式第２２号の３（第２４条の４関係）

省略

１ 今回のあなたの更新手続

（軽車両の乗車又は積載の制限）

第１０条 法第５７条第２項の規定により、軽車両の運転者は、次の各

号に定める乗車人員又は積載物の重量、大きさ若しくは積載の方

法の制限をこえて乗車をさせ、又は積載をして軽車両を運転して

はならない。

� 乗車人員の制限は、次のとおりとする。

ア 自転車 には、運転者以外の者を乗車させな

いこと。ただし、次のいずれかに該当する場合は、この限り

でない。

�～� 省略

イ 自転車 以外の軽車両には、その乗車装置に

応じた人員をこえる人員を乗車させないこと。

�～� 省略

（運転経歴証明書の交付申請）

第２４条の６ 法第１０４条の４第５項の規定による運転経歴証明書の

交付の申請は、運転経歴証明書交付（再交付）申請・記載事項変

更届出書（別記様式第２２号の４）及び申請用写真１枚

を公安委員会に

提出して行うものとする。

２ 省略

別記様式第２２号の３（第２４条の４関係）

省略

１ 今回のあなたの更新手続

省略 省略

更新

者の

区分

更新

者の

区分

道路交通法第１０１条第３項の優良運転者の該当の有無

□該当する。 □該当しない。

省略 省略

２～５ 省略 ２～５ 省略
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� 開札の日において、知事が行う入札参加資格停止の期間中に

ない者であること。

� 電子マニフェスト（ＪＷＮＥＴ）を導入していること。（導

入予定含む）

� 「特定調達参加希望」の登録をしている業者であること。

３ 入札書の提出場所等

� 入札書の提出先、契約条項を示す場所、入札説明書の交付場

所及び問い合わせ先

愛媛県立中央病院事務局総務医事課会計係

〒７９０―００２４

愛媛県松山市春日町８３番地

電話 （０８９）９４７―１１１１ 内線 ６５２３

� 入札書の受領期限

令和６年２月２１日（水）午後１時３０分

� 入札説明書の交付方法

ア 交付期間

令和５年１２月２６日（火）から令和６年１月３０日（火）まで

の執務時間中（月曜日から金曜日まで（国民の祝日に関する

法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日を除く。）の

午前８時３０分から午後５時１５分までをいう。）

イ 交付方法

�に掲げる場所で交付する。
� 開札の日時及び場所

令和６年２月２１日（水）午後１時３０分

愛媛県立中央病院 管理棟４階会議室

４ その他

� 入札及び契約手続において使用する言語及び通貨

日本語及び日本国通貨

� 入札保証金

愛媛県公営企業会計規程（昭和４６年愛媛県公営企業管理規程

第９号）第１７６条において例によることとされる愛媛県会計規

則（昭和４５年愛媛県規則第１８号）第１３５条から第１３７条までの規

定による。

� 入札者に要求される事項

ア この一般競争入札に参加を希望する者は、この公告に示し

た業務を履行できることを証明する書類を、令和６年１月３０

日（火）までの執務時間中に３�に掲げる場所に提出しなけ
ればならない。

なお、愛媛県立中央病院長から当該書類の内容に関し説明

を求められた場合は、これに応じなければならない。

イ 入札書は、封入して、受領期限までに提出しなければなら

ない。

� 入札の無効

２に掲げる資格を有しない者の提出した入札書及び入札者に

求められる義務を履行しなかった者の提出した入札書は、無効

とする。

� 契約書作成の要否

要

� 落札者の決定方法

この公告に示した業務を履行できると愛媛県立中央病院長が

判断した入札者であって、愛媛県公営企業会計規程第１７６条に

おいて例によることとされる愛媛県会計規則第１３３条の規定に

基づいて作成された予定価格の制限の範囲内で最低価格をもっ

て有効な入札を行ったものを落札者とする。

� その他

詳細は、入札説明書による。

５ Summary

� Nature and quantity of the service to be rendered：Disposal

of Infectious Waste for Ehime Prefectural Central Hospital，

approximately４，８００，０００ liters

� Time limit of tender：１：３０ p．m．，２１ February２０２４

� For further information，please contact： Accounting

Section，General and Medical Affairs Division，Secretariat，

Ehime Prefectural Central Hospital，８３ Kasugamachi，

Matsuyama，Ehime７９０―００２４ Japan

TEL０８９―９４７―１１１１ Ext６５２３

令和５年１２月２６日 発行


